
平成２５年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

 

１ 徳島県後期高齢者医療広域連合告示第２号 

  平成２５年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

平成２５年２月５日 

徳島県後期高齢者医療広域連合長 原  秀 樹 

 ⑴ 期日 平成２５年２月１８日 

⑵ 場所 徳島市川内町平石若松７８番地１ 徳島県国保会館３階 研修室 

 

２ 平成２５年２月１８日（月）午後１時３０分開会 

 

３ 出席議員は，次のとおりである。 

   １番 岡 南   均     ２番 須 見 矩 明 

   ３番 泉   理 彦     ４番 出 口 憲二郎 

   ５番 島 尾 重 機     ７番 野 崎 國 勝 

９番 平 岡 進 治    １０番 中 田 丑五郎 

１２番 原   仁 志    １５番 坂 口 博 文 

１６番 影 治 信 良    １７番 福 井 雅 彦 

１９番 原 田 幹 夫    ２０番 羽 坂 登志馬 

２１番 西 川 良 夫    ２２番 玉 井 孝 治 

２４番 小 坂 重 夫    ２５番 横 関 道 恵 

 

４ 欠席議員は，次のとおりである。 

６番 川真田 哲 哉     ８番 久保田 哲 生 

  １１番 笠 松 和 市    １３番 山 根 由美子 

  １４番 後 藤 正 和    １８番 五軒家 憲 次 

  ２３番 吉 岡   薫 

 

５ 説明のため出席した者の職氏名は，次のとおりである。 

広域連合長    原   秀 樹   副広域連合長   濱 田 保 徳 

副広域連合長   川 原 義 朗   監査委員     藤 原 孝 信 

事務局長     谷 口 榮 一   総務課長     鈴 江   正 

事業課長     滝 川 勝 正   総務課主査    廣 瀬 晃 代 

事業課主査    仁 木 陽 子 

 

６ 職務のため出席した職員の職氏名は，次のとおりである。 

総務課係長    岡 本   裕 

 

７ 議事日程（第１号） 

第１  会議録署名議員の指名について 
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  第２  会期の決定について 

  第３  新たに選出された議員の議席の指定について 

第４  同意第１号  徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任について 

第５  議案第１号  平成２５年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に

ついて 

    議案第２号  平成２５年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計予算について 

    議案第３号  平成２４年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予

算（第１号）について 

    議案第４号  平成２４年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）について 

    議案第５号  徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一

部改正について 

    議案第６号  徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例

基金条例の一部改正について 

    議案第７号  徳島県後期高齢者医療広域連合第２次広域計画の策定につい

て 

 

８ 会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 新たに選出された議員の議席の指定について 

日程第４ 同意第１号 

日程第５ 議案第１号から議案第７号まで 
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（午後１時３０分開会） 

○議長（須見矩明君） 

ただ今から，平成２５年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会いたしま

す。 

広域連合長から，招集の挨拶があります。 

 

○議長（須見矩明君） 

連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

平成２５年２月定例会の開会に当たりまして，一言御挨拶を申し上げます。 

本日，徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を招集いたしましたところ，議員各位

におかれましては，大変お忙しい中，御出席を賜り誠にありがとうございます。 

 さて，後期高齢者医療制度をめぐる国の動向でございますが，昨年８月に成立いたしま

した社会保障制度改革推進法の中で，高齢者医療制度につきましては，内閣に設置する社

会保障制度改革国民会議において検討し，本年の８月までに結論を得ることとされている

ところでございます。この国民会議は，昨年１１月に初会議を開き，現在までに３回の会

議が行われておりますが，制度の在り方などの具体的な内容の論議には，まだ至っていな

いようでございます。加えて，昨年末に行われました衆議院議員総選挙によりまして政権

交代したことから，今後，この制度がどのような方向性で検討され，結論が出されるのか

は，依然として不透明な状況が続いております。 

 そうしたことから，当広域連合といたしましては，引き続き国の動向を注視するととも

に，現行制度の着実な運営に努めてまいる所存でございますので，今後とも議員の皆様方

の御協力を賜りますよう，お願いを申し上げます。 

 なお，今定例会には，副広域連合長の選任同意を始め，平成２５年度一般会計予算等の

予算議案４件，条例等議案３件を提出いたしております。詳細につきましては，後ほど事

務局から御説明を申し上げますので，十分御審議を賜りますようお願い申し上げまして，

招集の御挨拶といたします。 

 

○議長（須見矩明君） 

これより，本日の会議を開きます。 

日程に先立ち，諸般の報告を致します。まず，議員の辞職について御報告申し上げます。 

小松島市選出の石原正裕議員及び阿南市選出の山崎雅史議員が，閉会中に各市の議会に

おきまして辞職されております。ここに，改めまして, 辞職されました議員の皆様方の御

尽力に対しまして感謝申し上げ，御報告とさせていただきます。 

次に，このほど小松島市及び阿南市議会議長から，それぞれ広域連合議会議員選出の通

知があり，これを受理しております。 

次に，監査委員から，昨年８月から本年１月までに実施した例月出納検査及び定期監査

の結果について，議長宛てに報告書が提出されております。以上，御報告申し上げます。 

次に，本日の議事日程につきましては，お手元に配布のとおりであります。 
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○議長（須見矩明君） 

なお，本日の会議に欠席の届出がありました方は，６番川真田哲哉君，８番久保田哲生

君，１１番笠松和市君，１３番山根由美子君，１４番後藤正和君，１８番五軒家憲次君，

２３番吉岡薫君，以上の方々であります。 

 

○議長（須見矩明君） 

それでは，日程第１会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は，会議規則第

７６条の規定により，議長において，４番出口憲二郎君，１５番坂口博文君のお二人を指

名いたします。 

 

○議長（須見矩明君） 

次に，日程第２会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は，本日１日間といたしたいと思いますが，これに，

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（須見矩明君） 

御異議なしと認めます。よって，会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

○議長（須見矩明君） 

次に，日程第３新たに選出されました議員の議席の指定を行います。 

なお，この度，本広域連合議会議員に選出されました方々は，小松島市から出口憲二郎

君，阿南市から島尾重機君，以上の方々であります。 

新たに選出された議員の議席については，会議規則第４条の規定により，議長において，

ただ今，御着席のとおり指定いたします。 

 

○議長（須見矩明君） 

次に，日程第４同意第１号徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任について

を議題といたします。提出者の説明を求めます。 

 

○議長（須見矩明君） 
連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

ただ今，御提案いたしました徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任につい

て御説明を申し上げます。本案は，徳島県後期高齢者医療広域連合規約第１１条第１項及

び第１２条第５項の規定に基づき，徳島県市長会副会長，濱田保徳氏の副広域連合長への

選任について，御同意をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（須見矩明君） 

お諮りいたします。本案については，成規の手続を省略し，直ちに採決いたしたいと思

いますが，これに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（須見矩明君） 

御異議なしと認めます。よって，本案については，成規の手続を省略し，直ちに採決す

ることに決定いたしました。 

お諮りいたします。本案については，原案のとおり同意することに，御異議ありません

か。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（須見矩明君） 

御異議なしと認めます。よって，同意第１号徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合

長の選任については，原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 

○議長（須見矩明君） 

ここで，ただ今選任されました副広域連合長の出席を求めることにいたします。 

 

（副広域連合長濱田保徳君入場） 

 

○議長（須見矩明君） 

副広域連合長から御挨拶があります。 

 

○議長（須見矩明君） 

濱田保徳君 

 

○副広域連合長（濱田保徳君） 

皆さん，こんにちは。ただ今，皆様方の御同意を頂き，副広域連合長の要職に就任させ

ていただきました，小松島市長の濱田保徳でございます。 

微力ではございますが，原広域連合長のもと，誠心誠意努力いたしますとともに，県内

市町村との連携を図りながら，現行制度の安定した運営に努めてまいる所存でございます。 

議員の皆様方におかれましては，なお一層の御指導，御協力を賜りますよう，お願い申

し上げまして，就任の挨拶とさせていただきます。どうぞ，よろしくお願いします。 

 

（拍手） 

 

○議長（須見矩明君） 
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次に，日程第５議案第１号平成２５年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に

ついて，議案第２号平成２５年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

予算について，議案第３号平成２４年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算

（第１号）について，議案第４号平成２４年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）について，議案第５号徳島県後期高齢者医療広域連合職

員の給与に関する条例の一部改正について，議案第６号徳島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部改正について，議案第７号徳島県後期高齢者医

療広域連合第２次広域計画の策定についてを議題といたします。以上７件の提案理由につ

いて，事務局の説明を求めます。 

 

○議長（須見矩明君） 

 事務局長 

 

○事務局長（谷口榮一君） 

議案第１号から議案第７号までを順次御説明させていただきます。恐れ入りますが，お

手元の資料②の予算議案の３ページをお願いを致します。議案第１号平成２５年度徳島県

後期高齢者医療広域連合一般会計予算についてお諮りするものでございます。歳入歳出予

算の総額は，歳入歳出それぞれ１億４，２６８万６，０００円と定めるものであります。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，第１表歳入歳出予算によるもので

ございます。債務負担行為は，地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することが

できる事項，期間及び限度額は，第２表債務負担行為によるものでございます。この債務

負担行為は，現行の財務会計システムの機器を更改するに当たり，複数年にわたる継続的

契約が必要なため，平成２６年度から平成３０年度までの期間において，一般財源を財源

といたしまして，限度額を９８９万円と定めるものでございます。４ページをお願いを致

します。第１表歳入歳出予算のうち，歳入につきましては，款１分担金及び負担金，項１

負担金１億１，７６０万８，０００円，款２国庫支出金，項１国庫補助金６万４，０００

円，款３財産収入，項１財産運用収入１万３，０００円，款４繰入金，項１基金繰入金２，

５００万円，款５諸収入，項１雑入１，０００円，歳入合計１億４，２６８万６，０００

円となっております。５ページをお願いを致します。歳出につきましては，款１議会費，

項１議会費９４万７，０００円，款２総務費，項１総務管理費１億３，９５３万円，同じ

く項２監査委員費１９万６，０００円，款３諸支出金，項１基金費１万３，０００円，款

４予備費，項１予備費２００万円，歳出合計１億４，２６８万６，０００円となっており

ます。予算の詳細につきましては，先日の全員協議会で御説明申し上げたとおりでござい

ます。 

次に，９ページをお願いを致します。議案第２号平成２５年度徳島県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療特別会計予算についてお諮りするものでございます。歳入歳出予算

の総額は，歳入歳出それぞれ１，１６５億９，８４８万８，０００円と定めるものであり

ます。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，第１表歳入歳出予算による

ものでございます。一時借入金は，地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借

入金の借入の最高額は２０億円と定めるものであります。歳出予算の流用は，地方自治法
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第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合は，医療給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間で流用するときとするものでございます。１０ページをお願

いを致します。第１表歳入歳出予算のうち，歳入につきましては，款１市町村支出金，項

１市町村負担金１８４億９，８９８万１，０００円，款２国庫支出金，項１国庫負担金２

８０億３，８２９万７，０００円，同じく項２国庫補助金１１９億３５３万２，０００円，

款３県支出金，項１県負担金９５億７，４８９万６，０００円，同じく項２県財政安定化

基金支出金２億８，９７３万円，款４支払基金交付金，項１支払基金交付金４７０億９，

８６０万６，０００円，款５特別高額医療費共同事業交付金，項１特別高額医療費共同事

業交付金１，７４８万１，０００円，款６財産収入，項１財産運用収入２８万４，０００

円，款７繰入金，項１基金繰入金９億８，４７１万３，０００円，款８繰越金，項１繰越

金３，９６２万７，０００円，款９諸収入，項１延滞金，加算金及び過料１０万３，００

０円，同じく項２預金利子１５７万８，０００円，同じく項３雑入１億５，０６６万円，

歳入合計１，１６５億９，８４８万８，０００円となっております。１１ページをお願い

を致します。歳出につきましては，款１総務費，項１総務管理費３億７５９万７，０００

円，款２医療給付費，項１療養諸費１，０９７億５，２４３万９，０００円，同じく項２

高額療養諸費５２億１，６０７万５，０００円，同じく項３その他医療給付費１億６，２

００万円，款３県財政安定化基金拠出金，項１県財政安定化基金拠出金１億１９１万９，

０００円，款４特別高額医療費共同事業拠出金，項１特別高額医療費共同事業拠出金１，

４８７万８，０００円，款５保健事業費，項１健康保持増進事業費７，５８３万６，００

０円，款６基金積立金，項１基金積立金８億７，７８２万１，０００円，款７公債費，項

１公債費３２９万２，０００円，款８諸支出金，項１償還金及び還付加算金５，６６３万

１，０００円，款９予備費，項１予備費３，０００万円，歳出合計１，１６５億９，８４

８万８，０００円となっております。詳細につきましては，全員協議会で御説明申し上げ

たとおりでございます。 

次に，１５ページをお願いを致します。議案第３号平成２４年度徳島県後期高齢者医療

広域連合一般会計補正予算（第１号）についてお諮りするものでございます。歳入歳出予

算の補正は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１００万円を追加し，歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億３，７０９万円とするものでございます。歳入歳出予算の

補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，第１表

歳入歳出予算補正によるものでございます。１６ページをお願いを致します。第１表歳入

歳出予算補正のうち，歳入につきましては，款４繰入金，項１基金繰入金，補正額１００

万円，計２，６００万円，歳入合計１億３，７０９万円でございます。１７ページをお願

いを致します。歳出につきましては，款２総務費，項１総務管理費，補正額１００万円，

計１億３，３９２万１，０００円，歳出合計１億３，７０９万円でございます。詳細につ

きましては，先日の全員協議会で御説明申し上げたとおりでございます。 

次に，２１ページをお願いを致します。議案第４号平成２４年度徳島県後期高齢者医療

広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてお諮りするものでございま

す。歳入歳出予算の補正は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億９，８５７万６，

０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，１２２億６，１５８万７，
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０００円とするものでございます。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，第１表歳入歳出予算補正によるものでござい

ます。２２ページをお願いを致します。第１表歳入歳出予算補正のうち，歳入につきまし

ては，款１市町村支出金，項１市町村負担金，補正額１，０５４万８，０００円の減額，

計１８０億８，７２２万円，款２国庫支出金，項１国庫負担金，補正額２，４４９万５，

０００円の減額，計２６９億４，１７６万２，０００円，項２国庫補助金，補正額７億７

５万４，０００円，計１１２億３，５３３万８，０００円，款３県支出金，項１県負担金，

補正額２，２９６万７，０００円の減額，計９１億６，９１７万９，０００円，款４支払

基金交付金，項１支払基金交付金，補正額３５８万円の減額，計４５２億５，２７５万５，

０００円，款７繰入金，項１基金繰入金，補正額２億２，７６６万７，０００円，計９億

８，７９１万２，０００円，款９諸収入，項３雑入，補正額３，１７４万５，０００円，

計１億３，１７４万７，０００円，歳入合計１，１２２億６，１５８万７，０００円でご

ざいます。２３ページをお願いを致します。歳出につきましては，款１総務費，項１総務

管理費，補正額９２万８，０００円の減額，計３億１，６９１万８，０００円，款２医療

給付費，項１療養諸費，補正額３，３１８万６，０００円，計１，０８８億２，２１３万

円，款６基金積立金，項１基金積立金，補正額８億４，６８６万３，０００円，計１０億

１，６８１万９，０００円，款９予備費，項１予備費，補正額１，９４５万５，０００円，

計８，９０８万円，歳出合計１，１２２億６，１５８万７，０００円でございます。詳細

につきましては，全員協議会で御説明申し上げたとおりでございます。 

次に，資料④条例等議案の１ページをお願いを致します。議案第５号徳島県後期高齢者

医療広域連合職員の給与に関する条例の一部改正についてお諮りをするものでございます。

詳細につきましては，資料⑤の条例議案等概要説明書で御説明いたします。⑤の１ページ

をお願いを致します。改正の趣旨でございますが，人事院勧告に基づき，広域連合職員の

給与について所要の改正を行うものでございます。改正の概要につきましては，５５歳を

超える職員は，標準の勤務成績では昇給しないこととし，特に良好である場合において１

号給の昇給とする改正及び字句の訂正を行うものでございます。施行期日につきましては，

公布の日から施行し，改正後の規定は，平成２５年１月１日から適用するものでございま

す。 

次に，資料④条例等議案の２ページをお願いいたします。議案第６号徳島県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部改正についてお諮りをするもの

でございます。詳細につきましては，資料⑤の条例議案等概要説明書で御説明いたします。

３ページをお願いを致します。改正の趣旨でございますが，平成２５年度に特例措置によ

り軽減される保険料減額のための財源に臨時特例基金を充てるため，所要の改正を行うも

のでございます。改正の概要につきましては，条例の失効日に関して，１年間延長し平成

２６年３月３１日限り効力を失うこととするものでございます。施行期日につきましては

公布の日から施行するものでございます。 

次に，資料④条例等議案の３ページをお願いを致します。議案第７号徳島県後期高齢者

医療広域連合第２次広域計画の策定についてお諮りをするものでございます。第２次広域

計画は，地方自治法に基づいて平成１９年度に作成された現行の広域計画が，本年度をも

って期間満了となるため策定するものであり，平成２５年度から平成２９年度までの取組
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の基本方針及び広域連合と関係市町村が役割を分担し，連絡調整を図りながら処理する事

項等について定めるものでございます。詳細につきましては，先日の全員協議会で御説明

申し上げたとおりでございます。以上でございます。よろしくお願いを致します。 

 

○議長（須見矩明君） 

以上で提案理由の説明は終わりました。 

 

○議長（須見矩明君） 

これより，質疑及び一般質問に入ります。質疑及び一般質問の通告がありましたのは，

１３番山根由美子君１名ですが，本日，急きょ，欠席の届出がありましたので，これをも

って，質疑及び一般質問を終結いたします。 

 

○議長（須見矩明君） 

これより，討論に入ります。討論の通告がありましたのは，１３番山根由美子君１名で

すが，本日，急きょ，欠席の届出がありましたので，これをもって，討論を終結いたしま

す。 

 

○議長（須見矩明君） 

これより，順次，採決いたします。なお，採決は，起立によって行います。 

 

○議長（須見矩明君） 

お諮りいたします。まず，議案第１号について，原案どおり可決することに賛成の方は，

御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（須見矩明君） 

起立全員であります。よって，議案第１号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（須見矩明君） 

次に，議案第２号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（須見矩明君） 

起立全員であります。よって，議案第２号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（須見矩明君） 

次に，議案第３号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立願います。 
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（賛成者起立） 

 

○議長（須見矩明君） 

起立全員であります。よって，議案第３号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（須見矩明君） 

次に，議案第４号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（須見矩明君） 

起立全員であります。よって，議案第４号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（須見矩明君） 

次に，議案第５号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（須見矩明君） 

起立全員であります。よって，議案第５号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（須見矩明君） 

次に，議案第６号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（須見矩明君） 

起立全員であります。よって，議案第６号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（須見矩明君） 

次に，議案第７号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（須見矩明君） 

起立全員であります。よって，議案第７号については，原案どおり可決されました。 

 

○議長（須見矩明君） 

この際，お諮りいたします。本定例会において議決されました案件について，その条項，

字句，数字その他整理を要するものについては，会議規則第４０条の規定により，その整
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理を議長に委任願いたいと思います。これに，御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（須見矩明君） 

御異議なしと認めます。よって，本定例会において議決された案件について，その条項，

字句，数字その他整理を要するものについては，これを議長に委任することに決定いたし

ました。 

  

○議長（須見矩明君） 

以上をもって，本定例会に付議されました案件は，全て議了いたしました。 

 

○議長（須見矩明君） 

閉会前に広域連合長から挨拶があります。 

 

○議長（須見矩明君） 

連合長 

 

○連合長（原秀樹君） 

閉会に当たりまして，一言御挨拶を申し上げます。 

本日の定例会におきましては，御提案申し上げました議案等につきまして，御審議を賜

り，いずれも原案どおり可決を頂きましたことに厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 また，人事案件として，副広域連合長の選任につきましても，議員の皆様の御賛同によ

り，お認めを頂きまして，誠にありがとうございました。 

 議案審議の過程におきまして，御指摘のありました点につきましては，十分に検討し，

今後の広域連合の運営に反映させてまいりたいと存じますので，引き続き議員各位の格別

の御指導，御協力を賜りますようお願い申し上げまして，閉会の御挨拶とさせていただき

ます。本日は誠にありがとうございました。 

 

○議長（須見矩明君） 

 これをもって，平成２５年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたし

ます。御苦労さんでした。 

（午後１時５９分閉会） 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

  平成２５年２月１８日 

 

議 長         須 見 矩 明 

 

会議録署名議員     出 口 憲二郎 

 

会議録署名議員     坂 口 博 文 

－12－ 


